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令 和 ８ 年 度 守 口 市 一 般 会 計 予 算 

令和８年度守口市の一般会計の予算は､次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 74,780,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第 214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 

「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6,000,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができ 

る場合は、次のとおりと定める。 
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（１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用 

令和８年２月 19日提出 

守口市長 瀬 野  憲 一 

－ 4 －



第１表　歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款 項

 1 市税 ２３，９３７，６３２

 1 市民税 １０，１５１，３３０

 2 固定資産税 ９，７５３，７６９

 3 軽自動車税 １７６，３０９

 4 市たばこ税 １，１０９，１１７

 5 事業所税 ７９２，８５２

 6 都市計画税 １，９５４，２５５

 2 地方譲与税 ２０９，１００

 1 地方揮発油譲与税 ４０，１００

 2 自動車重量譲与税 １５３，０００

3 森林環境譲与税 １６，０００

 3 利子割交付金 ５８，０００

 1 利子割交付金 ５８，０００

 4 配当割交付金 ２４８，０００

 1 配当割交付金 ２４８，０００

 5 株式等譲渡所得割交付金 ３１１，０００

 1 株式等譲渡所得割交付金 ３１１，０００

 6 法人事業税交付金 ４３０，０００

 1 法人事業税交付金 ４３０，０００

 7 地方消費税交付金 ３，６００，０００

 1 地方消費税交付金 ３，６００，０００

 8 自動車取得税交付金 １

 1 自動車取得税交付金 １

9 地方特例交付金 ２２５，６００

 1 地方特例交付金 ２２１，９００

金 額
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(単位：千円)

款 項

2 新型コロナウイルス感染症対策 ３，７００

地方税減収補塡特別交付金　　

10 地方交付税 ９，２００，０００

 1 地方交付税 ９，２００，０００

11 交通安全対策特別交付金 １５，０００

 1 交通安全対策特別交付金 １５，０００

12 分担金及び負担金 ９６８，４４３

 1 負担金 ９６８，４４３

13 使用料及び手数料 ７６９，５８３

 1 使用料 ５３０，０１２

 2 手数料 ２３９，５７１

14 国庫支出金 ２１，０２５，４８７

 1 国庫負担金 １９，０１１，０７１

 2 国庫補助金 １，９８１，６５１

 3 委託金 ３２，７６５

15 府支出金 ６，７５８，９６２

 1 府負担金 ５，３１１，７５４

 2 府補助金 １，１７５，３５０

 3 委託金 ２７１，８５８

16 財産収入 ４１０，８１９

 1 財産運用収入 ３６２，２１９

 2 財産売払収入 ４８，６００

17 寄附金 ２５０，２４０

 1 寄附金 ２５０，２４０

18 繰入金 １，７０５，８００

 1 繰入金 １，７０５，８００

金 額
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(単位：千円)

款 項

19 繰越金 １

 1 繰越金 １

20 諸収入 １，０８２，２３２

 1 延滞金及び過料 ４０，０００

 2 市預金利子 ２，１３５

 3 貸付金元利収入 ３，８９６

 4 収益事業収入 ３８３，２４３

 5 受託事業収入 ４３，９９３

 6 雑入 ６０８，９６５

21 市債 ３，５７４，１００

 1 市債 ３，５７４，１００

７４，７８０，０００

金 額

歳 入 合 計
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歳 出 (単位：千円)

款 項

 1 議会費 ３８０，２８０

 1 議会費 ３８０，２８０

 2 総務費 ６，１４３，１０９

 1 総務管理費 ４，９６６，６７１

 2 徴税費 ５６１，６０９

 3 戸籍住民基本台帳費 ４７１，３８４

 4 選挙費 ７６，２１５

 5 統計調査費 ４１，８５５

 6 監査委員費 ２５，３７５

 3 民生費 ４４，２９５，３８６

 1 社会福祉費 １７，８８７，７７５

 2 児童福祉費 １５，９４３，３８０

 3 生活保護費 １０，４５８，３８９

 4 災害救助費 ５，８４２

 4 衛生費 ６，３５４，４４７

 1 保健衛生費 ３，５４４，８２６

 2 清掃費 ２，７４９，９７４

 3 上水道費 ５９，６４７

 5 産業費 １２６，２３４

 1 農業費 ５０，１７１

 2 商工費 ７６，０６３

 6 土木費 ３，４７７，５３３

 1 土木管理費 ４４２，２４８

 2 道路橋りょう費 ７１１，８７０

 3 都市計画費 ２，２４０，７９２

 4 住宅費 ８２，６２３

金 額
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(単位：千円)

款 項

 7 消防費 ２，３８８，７３３

 1 消防費 ２，３８８，７３３

 8 教育費 ６，４０８，２８１

 1 教育総務費 ２，０７０，５２１

 2 小学校費 ３，１５８，１０７

 3 中学校費 ６５４，００１

 4 幼稚園費 ４０，４４４

 5 社会教育費 ４８５，２０８

 9 災害復旧費 １

 1 災害復旧費 １

10 公債費 ５，１７５，９９６

 1 公債費 ５，１７５，９９６

11 予備費 ３０，０００

 1 予備費 ３０，０００

７４，７８０，０００

金 額

歳 出 合 計
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 第２表　債務負担行為

37,833 千円

1,862 千円

21,384 千円

7,000 千円

4,027 千円

22,704 千円

71,049 千円

7,227 千円

92,000 千円

53,501 千円

149,432 千円児 童 手 当 ・ 児 童 扶 養 手 当 等 シ ス テ ム 標 準 化 構 築 事 業 令和13年度まで

事 項 期 間 限 度 額

広 報 も り ぐ ち 及 び も り ぐ ち 市 議 会 だ よ り 印 刷 事 業 令和９年度まで

令和10年度まで

消 費 生 活 セ ン タ ー 相 談 業 務 委 託 事 業 令和９年度まで

統 一 地 方 選 挙 事 業 令和９年度まで

議 会 音 声 デ ー タ 反 訳 業 務 委 託 事 業 令和９年度まで

議 会 公 用 車 運 行 管 理 業 務 委 託 事 業 令和11年度まで

新 地 方 公 会 計 制 度 財 務 書 類 等
作 成 支 援 業 務 委 託 事 業

令和13年度まで

子 ど も 見 守 り 強 化 事 業 令和11年度まで

第 ５ 次 地 域 福 祉 計 画 策 定 支 援 業 務 委 託 事 業 令和９年度まで

地 域 生 活 支 援 拠 点 等 施 設 整 備 事 業 （ 相 談 機 能 分 ） 令和11年度まで

路 上 喫 煙 防 止 指 導 啓 発 等
業 務 委 託 事 業
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34,556 千円

6,162 千円

2,066 千円

8,800 千円

26,538 千円

39,204 千円

も り ぐ ち 児 童 ク ラ ブ 入 会 児 童 室
運 営 業 務 委 託 事 業 （ 追 加 分 ）

令和10年度まで

被 保 護 者 健 康 管 理 支 援 業 務 委 託 事 業 令和９年度まで

事 項 期 間 限 度 額

分 別 基 準 適 合 物 再 商 品 化 事 業 令和９年度まで

守 口 市 駅 北 側 エ リ ア リ ノ ベ ー シ ョ ン
推 進 事 業 支 援 業 務 委 託 事 業

令和10年度まで

水 泳 指 導 補 助 等 業 務 委 託 事 業 令和10年度まで

中 学 校 等 給 食 費 管 理 シ ス テ ム 導 入 等 業 務 委 託 事 業 令和13年度まで
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 第３表　地方債

起債の 資金
方  法 区分

千円 ％以内 年以内 年以内

市 民 体 育 館 整 備 事 業 費 債 8,400 7.0 15 2

地区コミュニティセンター整備事業費債 388,300 20 3

認 定 こ ど も 園 等 整 備 助 成 事 業 費 債 38,700 20 3

市 民 保 健 セ ン タ ー 整 備 事 業 費 債 780,700 20 3

ご み 処 理 施 設 整 備 事 業 費 債 468,500 20 3

廃棄物等大阪湾広域処分場建設事業費債 4,700 20 3

上 水 道 事 業 出 資 債 54,900 30 5

街 路 築 造 事 業 費 債 63,300 20 3

公 園 築 造 事 業 費 債 45,700 20 3

公 共 交 通 施 設 整 備 事 業 費 債 22,300 20 3

道 路 整 備 事 業 費 債 193,000 20 3

消 防 施 設 整 備 事 業 費 債 49,500 20 3

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 費 債 1,280,300 25 3

守 口 市 立 図 書 館 整 備 事 業 費 債 153,300 15 2

デ ジ タ ル 活 用 推 進 事 業 費 債 22,500 5 1

起 債 の 目 的 限度額

借 入 条 件

利　率
償還
期間

据置
期間

償還方法 そ　　の　　他

普
通
貸
借
又
は
証
券
発
行

政
府
・
銀
行
そ
の
他

満
期
一
括
償
還

年
賦
元
利
均
等
償
還

半
年
賦
元
金
均
等
償
還

半
年
賦
元
利
均
等
償
還

　市財政その他の都合によ
り、償還期間及び据置期間を
短縮し、もしくは繰上償還を
し、又は借換えることができ
るものとし、借入先の融通条
件があるときは、これに従う
ことができる。
　なお、借入先の都合その他
により翌年度に繰越して借入
れることができる。

（
た
だ
し
、
利
率
見
直
し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資
金
及

び
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
資
金
に
つ
い
て
、
利
率
の
見

直
し
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
当
該
見
直
し
後
の
利
率
）
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令和８年度 守口市特別会計国民健康保険事業予算 





令和８年度守口市特別会計国民健康保険事業予算 

令和８年度守口市の特別会計国民健康保険事業の予算は､次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,946,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担する行為をすることができる 

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6,000,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができ 

る場合は、次のとおりと定める。 

（１） 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

の間の流用

令和８年２月 19日提出 

守口市長 瀬 野  憲 一 
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第１表　歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款 項

 1 国民健康保険料 ２，６３８，７３６

 1 国民健康保険料 ２，６３８，７３６

 2 一部負担金 １

 1 一部負担金 １

 3 使用料及び手数料 １，４８４

 1 手数料 １，４８４

 4 国庫支出金 ２，１３４

1 国庫補助金 ２，１３４

5 府支出金 ９，５６９，１９４

1 府補助金 ９，５６９，１９４

6 財産収入 １９，７５１

 1 財産運用収入 １９，７５１

7 繰入金 １，６６３，６８５

 1 繰入金 １，６６３，６８５

8 諸収入 ５１，０１５

 1 延滞金、加算金及び過料 ４０，０１８

 2 市預金利子 １

3 雑入 １０，９９６

１３，９４６，０００

金 額

歳 入 合 計
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歳 出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 ３６２，０１２

 1 総務管理費 ３５３，３９７

 2 徴収費 ８，１８６

 3 運営協議会費 ４２９

 2 保険給付費 ９，３８９，７６２

 1 療養諸費 ７，９９３，３７３

 2 高額療養諸費 １，２９５，１５０

 3 移送費 ５０

 4 出産育児諸費 ６７，５２９

 5 葬祭諸費 １１，０００

 6 任意給付費 ２２，６６０

 3 国民健康保険事業費納付金 ３，９４７，３９５

 1 医療給付費分 ２，７５３，１６９

 2 後期高齢者支援金等分 ８１４，０３９

 3 介護納付金分 ３０６，９９９

 4 子ども・子育て支援納付金分 ７３，１８８

4 保健事業費 １７３，５９９

 1 特定健康診査等事業費 ７７，２７２

 2 保健事業費 ９６，３２７

5 基金積立金 １９，７５１

 1 基金積立金 １９，７５１

6 公債費 １，０００

 1 公債費 １，０００

7 諸支出金 ４９，４８１

 1 償還金及び還付加算金 ４９，４８１

8 予備費 ３，０００

 1 予備費 ３，０００

１３，９４６，０００

金 額

歳 出 合 計
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 第２表　債務負担行為

54,347 千円

事 項 期 間 限 度 額

特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 事 業 令和12年度まで
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令和８年度 守口市特別会計後期高齢者医療事業予算 





令和８年度守口市特別会計後期高齢者医療事業予算 

令和８年度守口市の特別会計後期高齢者医療事業の予算は､次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,107,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

令和８年２月 19日提出 

守口市長 瀬 野  憲 一 
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第１表　歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 ２，２１１，０２６

 1 後期高齢者医療保険料 ２，２１１，０２６

 2 使用料及び手数料 １８５

 1 手数料 １８５

3 繰入金 ８６２，２３５

 1 一般会計繰入金 ８６２，２３５

4 繰越金 ３２，６５０

 1 繰越金 ３２，６５０

5 諸収入 ９０４

 1 雑入 ４２６

2 延滞金、加算金及び過料 ４７８

３，１０７，０００

金 額

歳 入 合 計

－ 22 －



歳 出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 ３，０９９，３５０

 1 総務管理費 １１６，０８０

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 ２，９８３，２７０

 2 諸支出金 ４，６５０

1 償還金及び還付加算金 ４，６５０

 3 予備費 ３，０００

 1 予備費 ３，０００

３，１０７，０００

金 額

歳 出 合 計

－ 23 －





令和８年度 守 口 市 特 別 会 計 介 護 保 険 事 業 予 算 





令和８年度守口市特別会計介護保険事業予算 

令和８年度守口市の特別会計介護保険事業の予算は､次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 17,984,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担する行為をすることができる 

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6,000,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができ 

る場合は、次のとおりと定める。 

（１） 地域支援事業費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 

令和８年２月 19日提出 

守口市長 瀬 野  憲 一 

－ 27 －



第１表　歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款 項

 1 介護保険料 ３，６８４，５０２

 1 介護保険料 ３，６８４，５０２

 2 使用料及び手数料 ９８４

 1 手数料 ９８４

 3 国庫支出金 ４，２１６，７７５

 1 国庫負担金 ３，１７８，０７９

 2 国庫補助金 １，０３８，６９６

 4 支払基金交付金 ４，６２１，８６２

 1 支払基金交付金 ４，６２１，８６２

 5 府支出金 ２，４４４，４９６

 1 府負担金 ２，３３９，８５３

2 府補助金 １０４，６４３

 6 財産収入 ７，９０５

 1 財産運用収入 ７，９０５

 7 繰入金 ３，００４，３０４

 1 一般会計繰入金 ３，００４，３０４

 8 繰越金 １

 1 繰越金 １

 9 諸収入 ３，１７１

 1 延滞金、加算金及び過料 ２４９

2 雑入 ２，９２２

１７，９８４，０００

金 額

歳 入 合 計

－ 28 －



歳 出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 ５８３，８２０

 1 総務管理費 ４２８，８９６

 2 介護認定審査会費 １５４，９２４

 2 保険給付費 １６，９７８，２４７

 1 保険給付費 １６，９７８，２４７

 3 地域支援事業費 ３８７，９５８

 1 介護予防・生活支援サービス事 １１５，６６９

業費

 2 一般介護予防事業費 ２４，０９８

 3 包括的支援事業・任意事業費 ２４８，１９１

 4 基金積立金 ７，９０５

 1 基金積立金 ７，９０５

 5 公債費 ７，０００

 1 公債費 ７，０００

 6 諸支出金 １６，０７０

 1 償還金及び還付加算金 １６，０７０

 7 予備費 ３，０００

 1 予備費 ３，０００

１７，９８４，０００

金 額

歳 出 合 計

－ 29 －



 第２表　債務負担行為

21,334 千円

203,139 千円

事 項 期 間 限 度 額

介 護 保 険 関 係 帳 票 作 成 及 び
封 入 封 緘 業 務 委 託 事 業

令和９年度まで

介 護 保 険 シ ス テ ム 標 準 化 構 築 事 業 令和14年度まで

－ 30 －



令和８年度 守口市特別会計公共用地先行取得事業予算 





令和８年度守口市特別会計公共用地先行取得事業予算 

令和８年度守口市の特別会計公共用地先行取得事業の予算は､次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 416,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、416,000千円と定め

る。 

令和８年２月 19日提出 

守口市長 瀬 野  憲 一 

－ 33 －



第１表　歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款 項

1 繰入金 １２，０６４

 1 繰入金 １２，０６４

2 財産収入 ８３，８３６

 1 財産売払収入 ８３，８３６

3 市債 ３２０，１００

 1 市債 ３２０，１００

４１６，０００

金 額

歳 入 合 計

－ 34 －



歳 出 (単位：千円)

款 項

 1 用地取得費 ９４，３１４

 1 用地取得費 ９４，３１４

 2 公債費 ３２１，５５０

 1 公債費 ３２１，５５０

 3 諸支出金 ３６

 1 繰出金 ３６

 4 予備費 １００

 1 予備費 １００

４１６，０００

金 額

歳 出 合 計

－ 35 －



 第２表　地方債

起債の 資金
方  法 区分

千円 ％以内 年以内 年以内

7.0

起 債 の 目 的 限度額

借 入 条 件

利　率
償還
期間

据置
期間

償還方法 そ　　の　　他

満
期
一
括
償
還

年
賦
元
利
均
等
償
還

半
年
賦
元
金
均
等
償
還

半
年
賦
元
利
均
等
償
還

　市財政その他の都合によ
り、償還期間及び据置期間を
短縮し、もしくは繰上償還を
し、又は借換えることができ
るものとし、借入先の融通条
件があるときは、これに従う
ことができる。
　なお、借入先の都合その他
により翌年度に繰越して借入
れることができる。

街 路 築 造 事 業 費 債 94,200 2 2

普
通
貸
借
又
は
証
券
発
行

政
府
・
銀
行
そ
の
他

（

た
だ
し
、

利
率
見
直
し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資
金
及

　
び
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
資
金
に
つ
い
て
、

利
率
の
見

直
し
を
行
っ

た
後
に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し
後
の
利
率
）

－ 36 －
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